
農業集落排水処理施設をご利用される皆様へ 

白岡市上下水道部経営課 

◎ 農業集落排水処理施設使用料の納付方法等について 

農業集落排水処理施設使用料の納付方法は、口座振替又は納入通知書による納付となりま

す。当市では便利で安全、確実な口座振替による納付をお勧めしております。 

 

○ 口座振替により納付を希望されるとき 

お申し込みは、通帳・通帳印・納入通知書・口座振替依頼書をお持ちのうえ、金融機関

窓口でお手続きをお願いします。 

 

口座振替取扱金融機関 

埼 玉 り そ な 銀 行  三 井 住 友 銀 行  南彩農業協同組合 

足 利 銀 行  武 蔵 野 銀 行  り そ な 銀 行 

埼 玉 縣 信 用 金 庫  中 央 労 働 金 庫  ゆ う ち ょ 銀 行 （ 郵 便 局 ）  

 

○ 納入通知書により納付を希望されるとき 

上記の口座振替取扱金融機関（三井住友銀行を除く。）、市役所内金融機関派出所又は上

下水道部経営課（高岩浄水場内）へ納入通知書をお持ちになり、納付してください。 

  

◎ こんなときはお早めに届出を！ 

 ・使用を開始するとき  ……農業集落排水処理施設使用開始等届出書 

 ・使用を止めるとき   ……農業集落排水処理施設使用開始等届出書 

 ・使用者が変わるとき  ……農業集落排水処理施設使用開始等届出書 

 ・使用人数が変わるとき ……農業集落排水処理施設使用料人数割変更届出書 

 

◎ 農業集落排水処理施設使用料の納期限について 

使用期間 納期限 

２月～３月 ４月末日 

４月～５月 ６月末日 

６月～７月 ８月末日 

８月～９月 １０月末日 

１０月～１１月 １２月末日 

１２月～１月 ２月末日 

＊口座振替による納付は、納期限月の２５日（土日祝日の場合は翌営業日）が振替日とな

ります。 

 

 

◎ 農業集落排水処理施設使用料について 
農業集落排水処理施設使用料は、基本料金及び人数割料金の合計額です。基本料金は１世帯

当たりの料金です。人数割料金は区分によって人数の算定方法が異なる１人当たりの料金です。 

 

白岡市農業集落排水処理施設条例１５条別表 

区分 
基本料金 

（１世帯当たりの月額） 

人数割料金 

（１人当たりの月額） 

一般用 ２，０００円 ３００円 

併用住宅 ２，０００円 ３００円 

事務所等 ２，０００円 ３００円 

 ＊施行規程第１２条第１号・第２号（人数の算定方法） 

 〇事業所等 日本産業規格「建築物の用途別によるし（屎）尿浄化槽の処理対象人員算定基準

（JISA3302-2000）」による人数の算定となります。 

 〇併用住宅 居住する人数に事業所等の基準により算定した人数を加算します。 

 

基本料金（円）  人 数 割 料 金 

（１世帯当たり）  世帯員（人） １ヶ月（円） ２ヶ月（円） 

１ヶ月 

２，０００円 

 ０ ０ ０ 

 １ ３００ ６００ 

２ヶ月 

４，０００円 

 ２ ６００ １，２００ 

 ３ ９００ １，８００ 

  ４ １，２００ ２，４００ 

  ５ １，５００ ３，０００ 

  ６ １，８００ ３，６００ 

  ７ ２，１００ ４，２００ 

  ８ ２，４００ ４，８００ 

  ９ ２，７００ ５，４００ 

  １０ ３，０００ ６，０００ 

 ＊料金は、基本料金と人数割料金の合計額に消費税及び地方消費税を加えた額となります。 

 ＊人数割は、変更のあった月の属する翌月から料金が変更となります。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは…白岡市上下水道部経営課 白岡市高岩２２１１番地 ☎ ９２－１３０４ 


